
円

消費税相当額 円

納 入 期 限 令和8年8月31日限り 長

設計 令和　年　月　日

巾 設計 検算

物　品　概　要 起　　工　　の　　理　　由

南勢中学校で使用する真空冷却機の購入・設置及び
既設機器の撤去

購 入 金 額 金 円也
購入価格

業 種 物品購入

技師 係

調査
納 入 場 所 度会郡南伊勢町船越地内

物　　品　　購　　入　　仕　　様　　書

物 品 名 南勢中学校真空冷却機購入

令和 8 年度 第 号



費目　　工種　　種別　　細別 単位 数　量 単　　　価 金　　　額  摘　　　要

三浦工業株式会社

台 1

1

1

1

10

-1- 三重県　南伊勢町

消　費　税　相　当　額 ％

　合　　計　　金　　額

購 入 価 格

給水・排水配管接続費
給水減圧弁取付

式

試運転調整費

式

　設　計　内　訳　表

南勢中学校真空冷却機購入

真空冷却機　CMJ-20QE
※ロングアジャスト脚・パトライト付

機器運賃・搬入据付耐震固定
既設機器CMJ-20QE撤去廃棄
　※運搬・組立・設置費等含む

式



令和８年度 

南勢中学校真空冷却機購入仕様書 

 

１．件名   南勢中学校真空冷却機購入 

 

２．品名等  別紙「内訳表」のとおり 

 

３．納入場所 三重県度会郡南伊勢町船越２１００番地 

       南勢中学校 

  

４．納入期限 令和 8年 8月 31日まで 

       ※夏休み期間中に納品すること 

 

５．納入、搬入、設置等 

 （１）納入日時及び設置場所については、必ず事前に担当者と調整の上、指

定のあった日時に納入し、指定のあった場所に設置すること。 

 （２）納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にする

こと。 

 （３）納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取

りを行うこと。 

 （４）大型の物品等で搬入の際に建物や設備また納品する物品等に損害を与

える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。 

 （５）搬入の際に施設設備及び物品等に損傷を与えた場合は、速やかに担当

者に報告し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受

注者において負担すること。 

 

６．仕様等 

 （１）購入物品は、内訳表のとおりとし、同等品については認められない。 



 （２）受注者は購入物品の搬入設置・既設機器の撤去を行うこととし、また

給水・排水管接続等を行い、使用できる状態にすること。 

 （３）保証について、納入完了後の検査合格から 1 年以内に、正常な使用に

かかわらず物品に不具合が生じた場合は、受注者が無償で納入物品の修

理または交換をすること。（1年以上の保証期間ある物品についてはその

保証期間とする） 

 （４）納入時に新品であり（メーカーからの出荷証明書を提出すること）、す

べての機能が使用可能であること。 

 （５）本仕様書に記載されていない事項については、相互協議の上決定する。 


